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問題の所在

本論は、戦後教育改革期、戦後新教育展開の実践主体であった小中学校の教員を対象としたワー

クショップの具体的内容を明らかにし、その特質について検討することを目的とする。

ワークショップの起源は、1936（昭和11）年にオハイオ州立大学で行われた教授上の諸問題を討

議する会合であり、1940年代を中心に全米に普及したとされる。また、日本におけるワークショッ

プのはじめは、1947（昭和22）年にCIEの全面的な協力の下、東京帝国大学と文部省の共催によっ

て実施された「教員養成のための研究集会」であり、その翌年から文部省及びCIEにより実施され

た「教育長等講習」（後に「教育指導者講習」：以下IFEL）や、1949（昭和24）年から実施された「小

学校幼稚園教員研究集会」（以下：「小幼研究集会」）等が契機となって全国に普及したとされる。１）

ワークショップに関するこれまでの研究では、大学教員や地方教育行政関係者等の戦後教育改革

の指導者層が参加したIFELについて、「教育学教員の再教育という教師教育の改革・改造」及び「地

方教育の新しいリーダーとして重要な役割を担うこととなった教育長、指導主事にふさわしい人材

の養成」という目的の下、「経験主義教育理論を参加者自身が身をもって学ぶ場であった」２）との

指摘がなされるなど、その特質が明らかにされている。その一方で、主として小学校教員が参加し

た「小幼研究集会」などについては、具体的な内容を含め検討されてこなかった。

しかし、この期の文部省は小中学校教員に対して、戦後新教育の実践主体としての資質向上だけ

でなく、新学制の実施による教員不足に対処する資格向上を目指す研修を行う必要に迫られており、

IFELと「小幼研究集会」はともにワークショップでありながら異なる政策意図に基づく個別の特

質を持っていたと思われる。また、IFELと「小幼研究集会」では、参加者や開催期間、内容等に

大きな違いがあることや、ワークショップが、この期、現職教員の研修方法として全国的に認知

されていた３）ことなどから、戦後教員研修史におけるワークショップの位置付けを図るためには、

戦後教育改革の指導者層だけでなく、現職教員対象のワークショップにも明らかにすべき特質があ

ると考える。さらに、上述の文部省の事情に基づく戦後新教育の理念や方法の伝達、免許法施行の

ための再教育４）が、当時、参加者の「主体性」を重んじる「最も民主的な研究方法」５）とされて

戦後教育改革期の教員研修におけるワークショップ
〜「小学校幼稚園教員研究集会」を中心に〜

The Workshop in Teacher Training of a Postwar Education Reform Term
〜Consideration about “The Research Meeting by the Teacher of an Elementary School and a Kindergarten”〜

松 本 和 寿

Kazuhisa MATSUMOTO



― 194 ―

いたワークショップとして矛盾なく実施できたのかという疑問も存在する。

そこで本論では、まず、ワークショップの移入及び当時の教育関係者が抱いていたワークショッ

プ像について明らかにする。その上で、「小幼研究集会」を取り上げ、その目的や具体的内容を明

らかにするとともに、参加者の「主体性」の尊重や戦後新教育普及を目指す取組について検討する。

さらに、同研究集会と教員免許法に基づく認定講習とのかかわりについて検討することを通して、

戦後教員研修における「小幼研究集会」の意義や課題について明らかにしたい。

１　ワークショップの概念

（１）ワークショップの移入

戦後教育改革期のワークショップは、上述のとおり、「教員養成のための研究集会」を出発点とし、

IFEL及び「小幼研究集会」を契機として全国に普及したとされる。このことは、「ワークショップ

についてもっともゆたかな経験をもち、また、その発展のために誰れ
ママ

よりも悩み考えている人」６）

と評された文部省事務官の大照完が、1950（昭和25）年に著した『教師のワークショップ−参加・

計画・指導のために−』に記している。

しかし、全国的な普及はともかく、現職教員に対するワークショップの概要の紹介は、「教員養

成のための研究集会」に先んじること３ヶ月、1947（昭和22）年４月に福岡市で開催された「第３

回新教育研究協議会」７）の中で、連合軍教育部員カーレーが行っている。その際、カーレーは、ア

メリカでの実践例を挙げつつワークショップを解説し日本での実施を勧めている。第１回及び第２

回の「新教育研究協議会」の詳細が明らかでないため、それぞれでワークショップについての解説

がなされたのか判断できないが、いずれにしても、ワークショップとは如何なるものかについての

情報は、新学制へ移行する段階で大学等の教員だけでなく小中学校の現職教員に直接説明されてい

たことは確かである。

次に、その際語られたワークショップの概要について見てみたい。カーレーが示したワークショッ

プの具体は次のようなものであった。８）（引用者により要約し番号を付した。）

①アメリカにおける新しい再教育の方法である。

②教員はそれぞれ問題をもっている。ワークショップはそれらが集まって研究する団体である。

その際、問題をどう解決するかプランニングをする。

③大きな問題の場合はまず全体を分析し、その後小さなグループを作って研究する。大小のグルー

プや個人で目的を決める。自分自身の学校の目的に照らして一つ一つの問題を個人で研究する

時間も確保される。

④会場は大学や師範学校、主催は市や県で行う。それらは、参考書や研究資料を収集し教員に提

供する。

⑤開催期間は大体３〜４週間であり、この期間は研究に専念する。

⑥教員に研究態度を付けることが大切である。また、お互いに助け合って勉強ができ協力し合う

という所に重点がある。
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このうち、具体的内容について述べた③に注目したい。これによれば、問題の分析の後、グルー

プ研究を行うこと、また、それとは別に個別の問題に即した個人研究を行うことが示されている。

つまり、カーレーの解説ではこの二つがワークショップの柱であり、その他に、問題の個別性の尊

重（②）、行政及び大学の関与（④）、開催期間（⑤）、研究態度の定着と共同性の重視（⑥）等が

掲げられていた。

カーレーは、「教員養成のための研究集会」を実施する際のCIE側の中心人物であり、後に実施

された第５〜８期IFELにおいてもCIE側の責任者となる人物である。９）そのため、この段階では、

現職教員に対しても「教員養成のための研究集会」やIFELと同じワークショップ像が提示されて

いたと考えられる。

ところが、日本人教育者が抱くワークショップ像は、必ずしもカーレーの提示と重なるものでは

なかった。次に、日本人教育者がワークショップをどのようなものとして捉え、実践化していたの

かについて見ていきたい。

（２）日本人教育者が抱くワークショップ像

「教員養成のための研究集会」以降、文部省や大学教員をはじめとした教育関係者の中には、全

国的に普及していくワークショップが、そのねらいや具体的方法について十分な理解を得られぬま

ま教員研修として普及していく状況を危惧する次のような言説が見られた。

「ワークショップという言葉は、今では誰もが口にするようになった。そして、一度でも参加し

た経験のある者は、ワークショップというものをすっかり分かったつもりでおる。（略）ましてや、

参加した経験のない者は、これを単なるグループディスカッションの連続からなる研修の機会ぐら

いに考えている。」10）「ワークショップという形式の集会が、ますます普及し、その価値もいっそう

高く評価されようとしているものの、さて「ワークショップとは何か。」とひらきなおってたずね

られたときに、満足のゆく答えを与えられうる人は、むしろはなはだ少ない。」11）

つまり、この期のワークショップは、「最も民主的な研究方法」として教育現場に広く受け入れ

られながら、必ずしも一定の概念の下に実施されていたわけではなかったのである。次頁に示すの

は、1950（昭和25）年９月、北海道の教育雑誌『教育新潮』が、小樽市において「小幼研究集会」

が実施されるのに合わせ「ワークショップ特集」を組んだ際の、大照をはじめとしたワークショッ

プに造詣が深いとされる数名の論考を要約、整理したものである。12）（下線は引用者）「小幼研究集

会」の詳細については後述するが、これにより、日本人教育者が抱いていたワークショップの概念

の違いについて検討したい。なお、前年度から実施されていた同研究集会は、この年から、教員免

許法に基づく認定講習を兼ねることになっていたことを付記しておく。

まず、定義について見てみると、大照、辻に「自主的」「共同」という言葉が共通する。また、「現

場について必要な問題」（大照）、「（共通に関心をもつ：引用者、以下同じ）特定の問題」（辻）といっ

た、カーレーが述べた「教員がそれぞれもつ問題」「自分自身の学校の目的に照らし（た）一つ一

つの問題」につながる表現が見られるなど、問題の個別性を尊重しつつその共通項を見出し解決策

を探るというカーレーが紹介したワークショップの姿と重なっている。能登については、「聖職者」
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という言葉が特徴的であり、大照、辻とは異質である。また、能登の「計画や資料を作成するとい

う実践者にとって直接的具体的成果をねらう」との表現は、他の二者に比べてより教育現場の具体

に接近しており、文字通り「直接的具体的」な記述がなされている。

具体的内容については、辻は「グループワーク」と「個人研究」というカーレーが示した２つの

柱を位置付けているのに対し、他の二者は「共同研究」（大照）、「グループ研究」（能登）を置き、

個人研究に当たるものは位置付けていない。ただし、大照は「グループで取り上げた問題の必要性

と意義について、全員に共通の理解があり、各員がその問題を自分にとって切実な問題として受け

入れていること（が必要）」13）、能登は「（ワークショップでは）現場にかえってからの自己の教育

活動に対して新鮮なしかも永続的な刺激を得る」14）とも述べており、個人の課題の解決が最終的な

目標であるという認識においては、「個人研究」の設置の有無にかかわらず三者共通と見てよいで

あろう。

執筆者 大照　完 辻　信吉 能登　司
現　職 文部省事務官 北海道学芸大学教授 北海道教育委員会指導主事
論考題 「ワークショップの覚え書」 「ワークショップの基本性格」「ワークショップの理論と実際」
定　義 ・教育関係者が、専門家によ

る指導援助の便宜を与えら
れて、現場に必要な問題に
ついて、自主的な態度で、
共同研究を行うための集ま
り。

・自主的な参加により、緊密
なる相互の協力によって初
めて共同の成果を期待し得
るという最も民主的な研究
方法。

・特定の問題について共通に
関心をもつものの集い。

・計画や資料を作成するとい
う実践者にとって直接的具
体的成果をねらうもの。

・人間および聖職者としての
成長発達（人間性の発展）
をねらうもの。

具体的
内容等

・共同研究
・専門家による指導援助の便
宜

・グループワーク
・個人研究
・専門家の解説、講義
・レクレーション

・グループ研究
・実演授業
・全体会合
・報告会
・レクレーション

問題の
設定法

・主催者側が、多数の教師の
問題とするところを、周到
な調査研究に基づき予め設
定する。

・参加者が日常の教育経験か
ら解決の必要を感じている
ことを踏まえて主催者が設
定する。

・主催者及び開催地関係者に
よる企画運営委員会が地域
性に即した問題を設定する。

　さらに、具体的内容において特筆すべきは、辻と能登が「専門家の解説、講義」（辻）、「全体会

合」（能登）といった内容を設けていることである。能登が言う「全体会合」とは、「教育の実際問

題の解決に研究の基礎をおいて自分自身の問題を学ぶ機会を持つ」15）ことであり、具体的には「大

学側の講義」16）を指している。

つまり、この二者はワークショップの柱として講義の時間を設置するとしているのに対し、大照

は「専門家による指導援助の便宜
4 4 4 4 4 4 4

」（傍点引用者）という側面的支援の必要性の指摘にとどめ、講

義の時間を設けていない点に明らかな相違が見られるのである。大照は、「ワークショップの研究

活動はすべて参加者の主体性に基づく協力によってすすめられるのであることを知れば、ワーク

ショップにおける指導者の機能は容易に察せられるであろう。「専門家による指導の下に」ではな

く、「専門家による指導援助の便宜を与えられて」と定義した意味はここにある。」17）という考え

であった。講義の時間の設置は、カーレーの解説には含まれていない。カーレーは、大学や行政機
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関が施設確保や研究資料の収集や提供の面から支援する必要性を述べ、大照に近い考えを示してい

た。

このことから、参加者の「主体性」の尊重と指導者のかかわりの強弱という観点に立てば、大照

が、辻と能登よりも参加者の「主体性」の尊重の点についてより厚く、辻と能登が、大照よりも指

導者の指導性発揮という点においてより強いイメージを抱いていたと言えるであろう。ただ、辻と

能登にも具体的内容において看過できない違いが存在する。それは、能登が「実演授業」を取り上

げていることである。これは、実際の授業を参観しその後研究協議を行うというものであり、教育

現場の具体に即した内容と言える。ワークショップの定義については、能登が他の二者と比べて教

育現場に「直接的具体的」な考えを示していることを先に指摘したが、それは「実演授業」の設定

についても同様であり、能登は辻よりもさらに教育現場への指向が強いと言える。

問題の設定法については、三者ともに主催者または主催者を含む企画運営委員会が、参加者の問

題とするところや地域性に即して予め設定するとしている。この点についてカーレーは、「教員そ

れぞれがもつ問題」をどう解決するかは「グループでプランニングする」としており、問題の持ち

寄りと解決についても参加者に任せている。

これらのことから、戦後教育改革期の日本人教育者がもっていたワークショップの概念は、基本

的にはカーレーが示した「教員養成のための研究集会」やIFELにおけるそれを踏まえているものの、

参加者の「主体性」の尊重や指導者の指導性の発揮、教育現場との接近の程度等においてそれぞれ

相違点を含み持っていたことが指摘できる。さらに言えば、本項で参照した『教育新潮』の「ワー

クショップ特集」は、小樽市で実施される「小幼研究集会」に関連したものであり、辻、能登の両

者はその主催にかかわる北海道学芸大学、北海道教育委員会に所属していた。つまり、ワークショッ

プの概念は、それを述べる者のそれぞれの立場や個別具体的なワークショップへのかかわりの度合

いによって様々であり、教育現場に近い立場にいる者ほど、「実演授業」の設定に見られるような

「直接的具体的」なワークショップをイメージしていたと言える。

２「小学校幼稚園教員研究集会」の実施

（１）目的及び内容 

それでは、上述のワークショップの概念についての分析を踏まえ、現職教員対象のワークショッ

プの具体的内容を明らかにし、その特質について検討したい。

「小学校幼稚園教員研究集会」は、1949（昭和24）年度から1953（昭和28）年度までの５カ年に

わたり、文部省主催、CIE賛助（昭和26年度まで）の下、小学校教員、校長（幼稚園長を含む）、

指導主事、教員養成大学附属小学校教諭、その他、初等教育関係者を対象に、全国を５〜８地区に

分け実施されたワークショップである。ただし、初年度の対象に幼稚園教員は含まれず「小学校教

員研究集会」の名称で実施された。実施期間は、初年度は５日間、翌年度からは６日間であった。18）

文部省は1950（昭和25）年度からこのワークショップに「特に学級担任の参加を望んでいる」とし

ており、各会場約400名、全体で約3200名となる参加者の内訳を、小学校学級担任65％、校長、教
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頭20％、県市教育委員会関係者15％と想定している。19）つまり、「小幼研究集会」は、大学教員や

教育長、指導主事を対象とした「教員養成のための研究集会」やIFELとは異なり、現職教員を対

象とした初の全国規模のワークショップであったのである。次に、各年度ごとの実施月と実施地区

を示す。

「小幼研究集会」実施地区 20）

昭和24年度 昭和25年度 昭和26年度 昭和27年度 昭和28年度
６月 埼玉県 ６月 千葉県 ５月 群馬県 ６月 愛媛県 ７月 栃木県
７月 北海道 ９月 北海道 ６月 静岡県 ９月 北海道 〃 山口県
〃 長野県 〃 秋田県 ７月 新潟県 〃 青森県 ９月 山形県
９月 福島県 10月 福井県 ９月 北海道 〃 石川県 〃 兵庫県
10月 奈良県 〃 和歌山県 10月 三重県 〃 滋賀県 11月 長崎県
11月 島根県 〃 鳥取県 〃 香川県 10月 山梨県
〃 徳島県 11月 鹿児島県 11月 岡山県 〃 大分県
12月 熊本県 12月 高知県 〃 佐賀県

「小幼研究集会」は、各年度、実施地区（開催都道府県）を複数設定し、当該地区及びその周辺

の都道府県から参加者を集める形を取った。また、各研究集会の終了後には、各地区ごとにその内

容をまとめた報告書が作成された。これは、全国で順次行われる「小幼研究集会」において、前地

区の成果と課題を引き継ぎ、全体としてより大きな成果を挙げるという意図に基づくものであった。

続いて1949（昭和24）年７月の実施地区となった長野県における「小幼研究集会」（この年は「小

学校教員研究集会」）について、長野県教育委員会が発行した『小学校教員研究集会報告』を基に、

具体的内容を見ていくことにする。

この「小幼研究集会」には、主催者側として、文部省から初等教育課長 大島文義、初等教育課

員 長坂端午ら12名、CIEから初等教育課長 ヤイデーら３名が参加している。一般の参加者は中部

七県から293名が参加し、その内訳は、小学校長５名、小学校教諭123名、教育委員会関係者94名、

その他23名であった。その他には、大学教員及び長野市長ら行政関係者が含まれ、次頁に示す日程

で５日間のワークショップが実施された。

この日程表からも分かるとおり、「講義」、「公開授業」、「授業研究会」、「班別研究」が主な内容

である。そこでまず、教員対象のワークショップの特質と言える「公開授業」について探ってみた

い。「公開授業」は、２日目から５日目までの４日間にわたり、第１学年、第３学年、第５学年の

授業がそれぞれ１日２教科、合計21コマ行われている。教科及び指導時間の内訳は、社会科と国語

科が60分授業、他の教科が30分授業として行われ、合計330分の枠が準備された。

授業者となった教員は、数多くの参観者を迎えることになり、重い役割となったと考えられるが、

授業者への指導はCIEや教育委員会が直接行った。例えば、長野県教育委員会指導主事１名と会場

校の校長及び授業者の教諭３名が、長野地区に先立ち実施された埼玉地区の「公開授業」を参観す

るとともに、当地でヤイデーの指導を受けている。長野に帰った後は、指導主事が会場校をたびた

び訪問して授業者と指導案を審議し、指導案が完成すると今度はヤイデー自身が長野を訪れ３日間

にわたり直接指導している。22）
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長野地区「小学校教員研究集会」日程表 21）　1949（昭和24）年７月11日〜 15日

     9：00 9：30                     10：00                     11：00 11：15                 11：45 12：15 13：00                           17：00

１
日
開
会
式

講義
現職教育について
（CIE）

講義
学校図書館につい
て（CIE）

休　
　

憩

公開授業について
の説明
（公開授業者）

昼　
　

食

班別
研究

①社会科班
②保健班
③算数班

２
日

公　

開　

授　

業

１年社会　じょうぶなからだ 算数

授業研究会 班別
研究

④校長指導主事班
⑤ガイダンス班
⑥理科班

３年社会　私たちと動植物 体育

５年社会　交通と通信 算数

３
日

１年国語　いなかのいちにち
授業
研究会

講義　小学校にお
ける健康教育指導
者の任務（CIE）

班別
研究

⑦国語班
⑧教材班
⑨学校図書館班

３年国語　学級日記から

５年社会　交通と通信

４
日

１年社会　じょうぶなからだ 図工

授業研究会
講義
視聴覚教育につい
て（CIE）

班別
研究３年社会　私たちと動植物 算数

５年国語　私の妹 体育

５
日

１年社会　じょうぶなからだ 音楽

授業研究会 各班の
研究報告

閉
会
式

３年社会　私たちと動植物 理科

５年社会　交通と通信 図工

第１日の講義後には「公開授業」の授業者による説明が位置付けられているが、これは事前に授

業のねらいや児童の実態を参観者に知らせることにより、授業の成否を見極める観点を共有し、後

に行う「授業研究会」を散漫なものにしないための方策であろう。その際、次頁の「授業参観の観

点」の一覧が参観者に配付された。

さらに、４日間にわたり公開授業を行う第１学年、第３学年、第５学年の各学級は、同じ学級で

あり、原則として同じ学習内容（単元）の複数の時間を連続して公開する仕組みになっていた。そ

のため、参観者は各時間の指導内容の関連や児童の学習状況を継続して観察することができた。こ

のことにより、後の「授業研究会」や「班別研究」を「公開授業」での教師の働きかけや児童の反

応に基づき行うことができ、現職教員にとっては自らの実践も考慮しつつ、指導法改善について具

体的に検討する機会となったと考えられる。

次に「班別研究」の研究テーマの設定について見てみる。研究テーマは、1950（昭和25）年度までは、

班の数や各班の研究主題はもとより、小問題まで文部省が決めたものを全国一律に流していた。そ

の後、1951（昭和26）年度からは、開催地区の企画委員会が研究班の数を決め、その研究班員が第

１回目の「班別研究」の際に相談して決定する方法に変更された。24）つまり、文部省が一方的に決

める方法から参加者自身が設定する方法に変更されたわけである。しかし、それでも班の数自体が

事前に決定されており、また、研究テーマ数に上限があることや第１回目の「班別研究」の際の限

られた時間で研究テーマを決定する必要があったことからすれば、参加者の研究テーマ設定の自由

度はやはり低いと言える。実際、1951（昭和26）年度の研究テーマは「児童を道徳的に成長させる

ための指導」「国際理解のための指導」「家庭生活指導」などであり、参加者の問題意識に基づく具

体的な課題というよりも研究する枠組みの明示といった程度であった。因みにIFELの場合は、基



― 200 ―

本的に全12週間ある実施期間のうち、２週間をかけて参加者自身

が研究テーマ を決定するとともに資料収集を行っていた。25）

研究テーマの設定の自由度が低いということは、参加者の自

発的研究意識の高揚を図るという観点に立てば望ましくないが、

文部省がこのような方法を採った理由として次の二点が考えら

れる。その一つがワークショップの期間の短さに対処するためで

あり、もう一つが、参加者が明らかにしたいことよりも参加者に

学んでほしいことを課題とするためである。

特に1950（昭和25）年度までは、参加者は文部省から予め提示

された研究テーマに沿って事前研究をした上で「小幼研究集会」

に臨むこととなっていた。これは、参加者の問題意識はともかく、

教員の指導力向上を図る意味では合理的とも言える方法であっ

たと言えよう。

このように、「小幼研究集会」では、「公開授業」の実施の詳細

や「班別研究」のテーマ設定等において、教員対象のワークショッ

プとして実践的な内容となるよう計画されていた。その意図は

「公開授業」後の「授業研究会」の運営においても浸透しており、

司会者は進行上配慮すべき点として「授業者への質問や授業の欠

点を拾いあげるという態度ではなく、皆で協力して結論を作り上

げること」、「原理や理論のみに終わることなく、授業に結びついた問題を取り上げること」、「問題

はいつも授業の目的と関連して考えること」等を協議の開始時に確認している。また、協議の途中、

参加者の質問や意見が具体性を欠くものであったり、協議の流れに沿うものでなかったりした場合

には、司会者が質問者に対案の提示を求めたり、論点がずれていることを指摘したりするなど、実

践に即した協議となるような方向付けをしている。

これらのことから、「小幼研究集会」は、参加者個々の問題の解決及び研究の実施という点では、

IFELあるいはカーレーや大照が意図したワークショップとは相違点があるものの、実践に即した

ワークショップとしての意義を有していたと言えよう。ただし、「授業研究会」において、司会者の「昨

日アンブローズ先生（CIE担当官）から私ども司会者がご指導を受けた点をお伝え致したいと思い

ます。」26）という発言が複数見られるなど、「授業研究会」が、CIE担当官の指導内容を伝達する場

として機能していたこともうかがえる。

（２）教員免許法認定講習とのかかわり

「小幼研究集会」には、1950（昭和25）年度から違った役割が付加されることとなる。それは、

学制改革を背景とした教員の資格向上を図る手段として教員免許法に基づく認定講習を兼ねるとい

う措置がなされたことである。

この期、新学制の実施に伴い教員の需要が急激に増大したためその需給に著しい不均衡が生じて

授業参観の観点 23）

指導の目標 
授業の準備

環境の投
ママ
定

学
習
の
原
則

経験による学習
能力に応じた学習
学習の自由
創造的な学習

学
習
指
導

興味への援助
探求解決への援助
評価への援助

統
制
学習環境の保持

習
得

知識理解
技能
態度 

そ
の
他
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いた。特に新制中学校の発足に際して、小学校教員の中堅層が中学校へ転じるとともに退職等によ

る教員の減耗もあったことから、小学校の教員構成が弱体化していた。そのため、小学校教員の資

格の差が大きく、1950（昭和25）年度では、一級免許状（師範学校専攻科卒業以上）0.2%、二級免

許状（師範学校卒業程度）51.4%、仮免許状（１年間の臨時教員養成所修了程度）23.8%、臨時免許

状（中等学校卒業程度）24.6%となっていた。27）このうち、臨時免許状による教員は従来の代用教

員に相当し本採用とはなり得ない立場の教員であったため、教員需要のうち４分の１程度は本来的

に欠員状態にあったことになる。そこで、文部省は1925（昭和25）年度から「現職教育５カ年計画」

を立て高等学校以下の全教員に一級上級の免許状を得るに必要な研修の機会を与えることとした。

このような状況から、この期の教員研修は、教員としての「質」の向上よりも、現職教員の上

級免許状の取得を促進するという、教員免許法に基づく再教育に主眼が置かれたという見方がで 

き28）、その一貫として上述の措置が採れたのである。

このことは、日本人教育者が抱くワークショップ像の項で述べた、辻と能登が「講義」、「全体会

合」の実施を具体的内容としていることと関連があると考えられる。次に 1950（昭和25）年度の「小

幼研究集会」の基本的な日程を示し、上述の1949（昭和24）年度の日程と対比してみたい。

日　程　表 29）　1950（昭和25）年度

   8：30 9：00 9：30            10：30          11：00            11：45                    12：15    13：00                                  17：00

１
日

開
会 講演 日程説明 授業説明と

評価の仕方 リクリエーション 昼食 班別研究

２
日 講義 公開授業 授業

研究会
授業説明と
評価の仕方 リクリエーション 昼食 班別研究

３
日 講義 公開授業 授業研究会 リクリエーション 昼食 映画地域研究

４
日 講義 中間研究

報告会 討議 授業説明と
評価の仕方 リクリエーション 昼食 班別研究

５
日 講義 公開授業 授業研究会 リクリエーション 昼食 班別研究

６
日 講義 授業説明と

評価の仕方 公開授業 授業研究会 リクリエーション 昼食 研究
報告会

単位授与のた
めの成績審査

閉
会

14：00               15：30

これによれば、実施期間が前年度より１日延長され６日間となり、６日目に単位授与のための成

績審査が位置付けられている。そして、「公開授業」の実施日が１日減り、実授業時間が330分から

270分に減少している。その一方で、1949（昭和24）年度の長野では４コマ、合計180分であった「講

義」が、「講演」を含め６コマ、合計360分に増やされている。

辻や能登がかかわった北海道が実施地区となった1950（昭和25）年度の「小幼研究集会」を例に

すれば、「講演」は行われず６コマすべてが「講義」とされ、そのうち５コマは北海道学芸大学の

教授、助教授が担当し１コマはCIEが担当した。そして、北海道学芸大学が行う講義については単

位授与のために最終日に成績審査を行うことが参加者募集の段階から予告されていた。それら５コ

マの内容は「学習指導の効果を大ならしめるための研修の一方法」、「学習指導」、「カリキュラム構
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成の要因」、「性格指導」、「評価の特質と実践上の問題」などであった。30）

辻や能登が「講義」を位置付けたのは、免許法の認定講習を兼ねる以上、「公開授業」や「班別

研究」では単位認定が難しく必然的に「講義」を行う必要があったことが理由であると考えられる。

もちろん、認定講習を兼ねていない長野での「小幼研究集会」でも「講義」は位置付けられている

が、CIEがすべて担当した講義の内容は「現職教育について」、「学校図書館について」、「小学校に

おける健康指導の任務」、「視聴覚教育について」であり、教育現場に即したものであった。

３「小学校幼稚園教員研究集会」の意義と課題

戦後教育改革期のワークショップの概念は、それを主張する人の立場やワークショップへの関与

の度合いにより様々であった。このような曖昧さは、IFELの対象者である大学教員や地方教育行

政関係者から、「小幼研究集会」の対象者である教育現場の教員まで、参加者の職務によって異な

る研修目的に対応する幅広さの現れとも解釈できる。しかし、このことがワークショップに対する

誤解や安易な理解を生む要因となったと考えられる。

「小幼研究集会」は、授業参観の観点の設定、同一学級による複数時間にわたる「公開授業」の

実施など、現職教員の指導力向上に資する内容を備えたものであった。また、CIE及び教育委員会

による公開授業担当者への直接的な指導が行われるなど、全体として教育現場の実態に即した内容

であったと言える。

ただし、「公開授業」の指導案の作成や「授業研究会」の運営にCIEの積極的な関与が見られる

ことは、見方を変えれば「民主的」な研修であることを旨とするワークショップが、その方法論の

みならず内容についても指導の対象となっていたという矛盾をはらんでいる。また、IFELが参加

者個々の問題意識に即した研究活動としての特質を持つのに対し、「小幼研究集会」では、「班別研

究」の際の研究テーマを文部省が指定したり、枠組み程度の研究テーマ設定に終わったりしたこと

は、カーレーが示したねらいの一つである「教員に研究態度を付ける」という点で課題を有してい

たことの証左と言えよう。

さらに、1950（昭和25）年度以降の「小幼研究集会」に教員免許法に基づく認定講習という役割

が付加されたことにより、「講義」と「公開授業」、「班別研究」を関連させるというワークショッ

プの特質が損なわれたと考えられる。もちろん、講義の内容が教育現場とのかかわりが薄く、学術

的なものであったとしても、それは教員の資質向上に欠かせないものである。しかし、ワークショッ

プにおける「講義」である場合は、「公開授業」や「班別研究」と関連性のある講義内容とするこ

とによって、相乗的な効果が期待できると考えられる。

長野、北海道における「小幼研究集会」では、ともに講義内容と「班別研究」の研究班、あるい

は研究テーマとのかかわりが認められるが、31）それでも上級免許状取得に直結する単位認定のため

の成績審査が前提となれば、参加者の意識として「講義」が「公開授業」や「班別研究」と関連付

けられず独立した内容として捉えられたり、単位取得を主たる目的とした参加者が増えたりするこ

とにより、上級免許状の取得という資格向上が第一義の研修となる恐れを内包する結果となったと
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も考えられる。このことは、1950（昭和25）年度以降の「小幼研究集会」に内在していた大きな課

題であると言えよう。

おわりに

以上の諸点から、「小幼研究集会」は、当初、戦後教育改革期の教員研修の方法として特徴的で

あり、現職教員に戦後新教育に係る内容や方法を体得させる機能を有していたものの、認定講習が

付加されることにより、戦後新教育の伝達、教員の再教育といった役割が主眼となったと考えられ

る。つまり、「小幼研究集会」を例に採れば「最も民主的な研究方法」とされた現職教員対象のワー

クショップには、主催者側の指導性の強さという点でIFELと異なる特質が見られるのである。

「小幼研究集会」における「公開授業」とそれに基づく「授業研究会」の実施は、今日、教員研

修の方法として行われている授業研究にも相通じるものがある。また、「小幼研究集会」は、1948

（昭和23）年度に実施された「小学校教員再教育指導者養成協議会」32）の内容にも類似している。

同協議会は、ワークショップという位置付けではなかったものの、「公開授業」と「授業研究」が

内容の柱であった。そのため、今後は、本論で検討した「小幼研究集会」の実施までの経緯や実施

後の教員研修とのかかわり等について検討することにより、戦後教育改革期における現職教員対象

のワークショップが戦後教員研修の全体に及ぼした影響について明らかにする必要があろう。

さて、長野県で実施された「小幼研究集会」の『小学校教員研究集会報告』には参加者の戦後新

教育の理論を学び実践化しようという意識が随所に読み取れる。このような新しい教育を担う意欲

と自負心の高さは、IFELや「小幼研究集会」の参加者に共通する意識として指摘できることも事

実である。

その一方で、IFELでは、参加者にワークショップ修了の証としてバッジが与えられたのであるが、

参加者のその後の出世や教育界における言動の高慢さに対する反発から、そのバッジが権威・権力

の象徴として受け止められた33）という後日談がある。同様に「小幼研究集会」の参加者にも同じ

ような趣旨でバッジが与えられた事例があり34）、「小幼研究集会」も、日々子どもの教育活動に当

たる現職教員の中に、ある種の階層意識を生み出す機能を有していたと考えられることも指摘して

おかなければならない。
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